
新旧対照表 

改正後 改正前 

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービ

ス提供体制確保事業補助金交付要綱 

 

第１条～第１２条 （略） 

 

 

附 則 

２０２１年（令和３年）７月２１日から施行し，２０２１年度（令和３

年度）分の補助金から適用する。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）３月３１日から施行し，２０２１年度（令和３

年度）分の補助金から適用する。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）７月２５日から施行し，別表１の補助対象期間

の適用は２０２２年（令和４年）４月１日からとし，別紙３の２の⑥の適

用は２０２２年（令和４年）４月８日からとする。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）９月３０日から施行し，改正後の別紙３の２の

⑥の適用は２０２２年（令和４年）１０月１日からとする。 

 

附則 

２０２３年（令和５年）１月１１日から施行し，改正後の別紙３の適用

は２０２２年（令和４年）１２月２３日からとする。 

 

附則 

２０２３年（令和５年）９月１５日から施行し，２０２３年度（令和５

年度）分の補助金から適用する。 

 

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービ

ス提供体制確保事業補助金交付要綱 

 

第１条～第１２条 （略） 

 

 

附 則 

２０２１年（令和３年）７月２１日から施行し，２０２１年度（令和３

年度）分の補助金から適用する。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）３月３１日から施行し，２０２１年度（令和３

年度）分の補助金から適用する。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）７月２５日から施行し，別表１の補助対象期間

の適用は２０２２年（令和４年）４月１日からとし，別紙３の２の⑥の適

用は２０２２年（令和４年）４月８日からとする。 

 

附則 

２０２２年（令和４年）９月３０日から施行し，改正後の別紙３の２の

⑥の適用は２０２２年（令和４年）１０月１日からとする。 

 

附則 

２０２３年（令和５年）１月１１日から施行し，改正後の別紙３の適用

は２０２２年（令和４年）１２月２３日からとする。 

 

附則 

２０２３年（令和５年）９月１５日から施行し，２０２３年度（令和５

年度）分の補助金から適用する。 

 



附則 

２０２３年（令和５年）１１月１６日から施行し，改正後の別表１，別

紙１及び別紙３－２の適用は２０２３年（令和５年）１０月１日発生分の

補助金から適用する。 

 

附則 

 ２０２４年（令和６年）３月４日から施行する。 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

補助対象事業 （略） 

対象経費 （略） 

補助金の額 （略） 

補助対象期間 ２０２３年（令和５年）４月１日から２０２４年（令

和６年）３月３１日までに発生した経費 

 

 

（別紙１） （略） 

 

（別紙２） （略） 

 

（別紙３） （略） 

 

（別紙３－２） （略） 

 

別紙４ （略） 

 

 

様式第１号～第６号 （略） 

附則 

２０２３年（令和５年）１１月１６日から施行し，改正後の別表１，別

紙１及び別紙３－２の適用は２０２３年（令和５年）１０月１日発生分の

補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

補助対象事業 （略） 

対象経費 （略） 

補助金の額 （略） 

補助対象期間 ２０２３年（令和５年）４月１日以降に発生した経費 

 

 

（別紙１） （略） 

 

（別紙２） （略） 

 

（別紙３） （略） 

 

（別紙３－２） （略） 

 

別紙４（略） 

 

 

様式第１号～第６号 （略） 

 


